
大田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行

規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年１２月２７日 

 

大田市長 

 

大田市規則第４９号 

大田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 

大田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行

規則（平成１７年大田市規則第４６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第８号を次のように改める。 

(８) 庁舎その他市の直営施設の管理に必要な機器及び設備の借り

入れに係る契約 

附 則 

この規則は、令和７年１月１日から施行する。 


